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す
る
。



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
千
三
百
六
十
五
万
件
の
年
金
記
録
の
真
相
解
明
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
三
及
び
四
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
九
年
度
か
ら
、
御
指
摘
の
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
台
帳
（
以
下
「
旧
台
帳
」
と
い

う
。
）
の
保
管
等
を
株
式
会
社
ワ
ン
ビ
シ
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
（
以
下
「
保
管
委
託
業
者
」
と
い
う
。
）
に
委
託
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
初
の
委
託
契
約
に
関
係
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
存
期
限
で
あ
る
五
年
が
経
過
し
た
た
め
、
既

に
廃
棄
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
保
管
委
託
業
者
に
お
い
て
も
当
該
関
係
書
類
の
存
在
が
確
認
で
き
な

い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
旧
台
帳
の
保
管
場
所
の
使
用
に
関
し
て
保
管
料
を
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
依
頼

に
応
じ
保
管
委
託
業
者
が
個
々
の
旧
台
帳
の
検
索
を
行
う
こ
と
に
関
し
て
検
索
料
を
、
そ
の
検
索
さ
れ
た
旧
台
帳
の
写
し
を

社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
送
付
す
る
こ
と
に
関
し
て
集
配
料
を
支
払
う
契
約
を
保
管
委
託
業
者
と
の
間
で
締
結
し
て
い
る

が
、
契
約
関
係
書
類
の
保
存
期
限
が
経
過
し
て
い
な
い
平
成
十
四
年
度
以
降
の
そ
れ
ぞ
れ
の
支
払
額
は
、
平
成
十
四
年
度
に

つ
い
て
は
、
保
管
料
が
七
百
二
十
万
円
、
検
索
料
が
三
十
五
万
六
千
八
百
円
、
集
配
料
が
一
万
二
千
百
円
、
平
成
十
五
年
度

一



に
つ
い
て
は
、
保
管
料
が
七
百
二
十
万
円
、
検
索
料
が
三
十
三
万
九
千
六
百
円
、
集
配
料
が
一
万
四
百
円
、
平
成
十
六
年
度

に
つ
い
て
は
保
管
料
が
七
百
二
十
万
円
、
検
索
料
が
三
十
三
万
千
六
百
円
、
集
配
料
が
一
万
四
百
円
、
平
成
十
七
年
度
に
つ

い
て
は
、
保
管
料
が
五
百
六
十
万
円
、
検
索
料
が
二
十
九
万
六
千
八
百
円
、
集
配
料
が
一
万
二
百
円
、
平
成
十
八
年
度
に
つ

い
て
は
、
保
管
料
が
四
百
八
十
万
円
、
検
索
料
が
四
十
一
万
四
千
四
百
円
、
集
配
料
が
九
千
八
百
円
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
確
認
す
べ
き
書
類
の
量
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
年
内
に
終
了
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
が
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
終
了
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
保
存
さ
れ
て
い
る
書
類
の
確
認
、
旧
台
帳
の
磁
気
テ
ー
プ
化
又
は

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
を
行
っ
た
当
時
の
社
会
保
険
庁
職
員
か
ら
の
当
時
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
聴
取
、
保
管
倉
庫
に
あ

る
旧
台
帳
の
保
管
箱
の
中
身
の
確
認
等
を
現
在
も
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
お
尋
ね
の
「
八
十
三
万
件
の
旧

台
帳
」
全
体
の
保
管
状
況
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
作
業
に
つ
い
て
は
日
常
業
務
の

一
環
と
し
て
行
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
作
業
だ
け
に
要
し
た
人
員
及
び
時
間
を
特
定
し
て
お
答
え
す

二



る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
御
指
摘
の
�
添
厚
生
労
働
大
臣
の
答
弁
は
、
当
該
答
弁
の
時
点
で
の
旧
台
帳
の
保
管
に
つ

い
て
の
確
認
状
況
を
踏
ま
え
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
�
添
厚
生
労
働
大
臣
の
答
弁
は
、
旧
台
帳
の
う
ち
被
保
険
者
記
録
等
事
務
処
理
要
領
に
「
廃
棄
五
十
一
万
件
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
同
大
臣
が
御
指
摘
の
よ
う
な
理
解
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

八
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
が
、
旧
台
帳
に
つ
い
て
、
保
管
委
託
業
者
に
対
し
、
平
成
十
八
年
四
月
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
ま
で
の
間
に

二
千
七
百
四
十
六
件
の
索
出
を
依
頼
し
、
索
出
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
半
数
の
千
三
百
七
十
三
件
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
事

実
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
調
査
す
る
こ
と
は
作
業
が
膨
大
と
な
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
七
第
二
四
号
）
十
五
に
つ
い
て
で
お

三



答
え
し
た
と
お
り
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
を
踏
ま

え
つ
つ
、
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

十
一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
旧
台
帳
の
保
管
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
平

成
二
十
年
三
月
ま
で
を
目
途
に
、
国
民
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
の
受
給
権
者
又
は
被
保
険
者
に
係
る
記
録
と
基
礎
年
金
番

号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
又
は
基
礎
年
金
番
号
に
統
合
さ
れ
て
い
な
い
年
金
手
帳
記
号
番
号
に
係
る
記
録
と
を
突
合
せ
、
双
方

の
記
録
が
結
び
付
く
可
能
性
の
あ
る
も
の
を
特
定
す
る
作
業
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
、
基
礎
年
金
番
号
に
記
録
が
結
び
付
く

可
能
性
が
あ
る
方
に
対
し
、
そ
の
旨
と
加
入
履
歴
等
を
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
を
最
優
先
に
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


